
少
量
使
用
家
庭
の
水
道
料
金
引
き
下
げ
を

梶
田
稔
議
員
は
、
６
月
４
日
、
水
道
料
金
引
き
下
げ
、
暮
ら
し
応
援
の
臨

時
措
置
な
ど
に
つ
い
て
代
表
質
問
を
お
こ
な
い
、
町
当
局
の
見
解
を
た
だ
し

ま
し
た
。

福
祉
減
免
制
度
の
導
入
を

梶
田
稔
議
員
質
問

近
年
、
一

人
暮
ら
し
・
二
人
暮
ら
し
家
庭
が
増

え
全
体
の
53
％
余
と
な
っ
て
い
ま
す
。

水
道
使
用
量
も
、
基
本
水
量
10
㎥
を

下
回
る
家
庭
が
全
体
の
約
13
％
に
増

え
て
い
ま
す
。

基
本
水
量
の
区
分
に
５
㎥
の
段
階

を
導
入
し
、
現
行
㎥
当
た
り
50
円
の

水
道
料
金
を
10
円
引
き
下
げ
る
こ
と

を
検
討
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
基
本
料
金
現
行
口
径
13
㎜
・

５
２
５
円
、
口
径
20
㎜
６
３
０
円
を

知
多
市
並
に
口
径
13
㎜
３
０
０
円
、

口
径
20
㎜
４
５
０
円
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
い
。

さ
ら
に
、
障
害
者
等

に
対
す
る
福
祉
施
策
の

一
環
と
し
て
、
基
本
料

金
を
免
除
す
る
福
祉
減

免
制
度
の
導
入
を
検
討

さ
れ
た
い
。

こ
れ
ら
の
施
策
に
必

要
な
財
政
規
模
は
、
水

道
料
金
10
円
引
き
下
げ

で
約
41
万
円
、
基
本
料

金
引
き
下
げ
で
３
１
５

１
万
円
、
福
祉
減
免
で

約
７
３
５
万
円
、
合
計
約
３
９
２
７

万
円
と
な
り
ま
す
。

平
成
19
年
度
水
道
事
業
会
計
の
営

業
利
益
は
４
５
０
５
万
５
千
円
を
計

上
し
て
お
り
、
財
政
的
に
決
し
て
不

可
能
な
施
策
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

暮
ら
し
や
営
業
が
、
か
つ
て
な
く

厳
し
い
状
況
に
あ
る
中
、
ぜ
ひ
、
実

現
さ
れ
た
い
。

少
量
使
用
家
庭
に
配
慮

答
弁

少
量
使
用
家
庭
の
水
道
料

金
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
度
の
料

金
改
定
の
際
、
配
慮
し
て
現
行
の
料

金
体
系
を
設
定
し
た
経
緯
が
あ
る
。

５
年
ご
と
を
目
処
に
料
金
改
定
を

行
っ
て
お
り
、
間
も
な
く
そ
の
時
期

を
迎
え
る
の
で
、
そ
の
際
、
必
要
な

ら
検
討
し
た
い
。

ま
た
、
福
祉
減
免
制
度
に
つ
い
て

は
、
諸
手
当
の
支
給
な
ど
、
町
独
自

で
国
の
施
策
に
上
乗
せ
実
施
し
て
い

る
部
分
も
あ
り
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て

の
福
祉
施
策
を
み
て
ほ
し
い
。

代表質問を行う梶田稔議員（６月４日）
質問及び答弁の全文、意見書等議会審議の
模様は、下記のホームページをご覧下さい。

http://www.kajita-m.jp

暮
ら
し
応
援
の
立
場
で

臨
時
給
付
金
の
活
用
を

梶
田
稔
議
員
質
問

政
府
は
、

地
域
活
性
化
・
経
済
危
機
対
策
と
し

て
臨
時
的
措
置
を
打
ち
出
し
、
本
町

へ
は
約
６
千
６
百
万
円
余
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

住
民
の
暮
ら
し
を
応
援
す
る
立
場

か
ら
、
以
下
、
６
点
を
提
案
し
た
い
。

①
子
育
て
支
援
特
別
手
当
（
３
万
６

千
円
）
を
、
第
２
子
以
降
で
３
歳

〜
５
歳
児
に
つ
い
て
支
給
す
る
と

し
て
い
ま
す
が
、
第
２
子
以
降
に

限
定

せ
ず
、
全
員
に
支
給
す
る

こ
と
。

②
全
廃
さ
れ
た
生
活
保
護
世
帯
の
母

子
加
算
（
平
成
18
年
度
、
養
育
児

童
１
人
の
場
合
、
２
万
20
円
）
が
、

平
成
19
年
度
か
ら
３
年
間
か
け
て

段
階
的
に
削
減
さ
れ
、
今
年
度
つ

い
に
全
廃
さ
れ
ま
し
た
。
子
育
て

支
援
を
呼
号
す
る
政
府
の
方
針
に

逆
行
す
る
無
慈
悲
な
措
置
で
あ
り
、

臨
時
交
付
金
を
活
用
し
て
復
活
す

る
こ
と
。

③
学
校
給
食
費
（
値
上
げ
分
30
円
）

を
軽
減
す
る
こ
と
。

④
学
校
（
普
通
教
室
）
、
保
育
園

（
保
育
室
）
に
空
調
設
備
を
設
置
す

る
年
次
計
画
を
策
定
し
、
初
年
度

と
し
て
措
置
す
る
こ
と
。

⑤
学
費
負
担
が
重
く
、
期
半
ば
に
し

て
退
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
高
校

生
が
急
増
し
て
い
ま
す
。
私
学
助

成
（
現
行
年
額
１
万
２
千
円
）
を

増
額
し
て
、
支
援
す
る
措
置
を
と

る
こ
と
。

⑥
中
学
卒
業
ま
で
、
通
院
を
含
め
て

医
療
費
無
料
化
を
拡
充
す
る
と
と

も
に
、
75
歳
以
上
の
高
齢
者
医
療

の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
、
無
料

化
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

継
続
的
事
業
に
使
え
な
い

答
弁

今
回
の
臨
時
給
付
金
は
、

21
年
度
限
り
の
事
業
に
充
て
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
22
年
度
以
降
に
継

続
す
る
事
業
に
は
充
当
で
き
ず
、
基

金
に
積
み
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

緊
急
性
の
あ
る
も
の
、
即
効
性
の

あ
る
も
の､

臨
時
的
な
も
の
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

い
ま
、
各
課
で
ど
う
い
う
事
業
に

充
当
す
る
か
メ
ニ
ュ
ー
を
検
討
し
て

い
る
。
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。


